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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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高原町の新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
 高原町の新型コロナウイルスワクチンを接種された人数と接種率について報

告します。データは国のワクチン接種記録システム（VRS）に記録された数値を

用いています。 

集計日：令和４年９月 12日時点 

■１～３回目の接種人数・接種率 

■４回目の接種人数・接種率（４回目接種の対象者は次のとおり） 

①60歳以上の者 

②18歳以上 60歳未満で基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと 

医師が認める者 

③医療機関・高齢者施設等の従事者であって、60歳未満の者 

■小児の接種人数・接種率 

 接種人数 

（５～１１歳） 

接種率 

（５～１１歳）人口 496人 

１回目接種 ２３２ 人 ４６．７７ ％ 

２回目接種 ２１２ 人 ４２．７４ ％ 

※ＶＲＳへの登録のタイミングにより、実際の接種人数と差が生じる場合があり

ます。 

※接種率については、１～３回目は 12歳以上、４回目は 18歳以上、小児は 5～

11歳の住民基本台帳人口（Ｒ4.1.1時点）に対する割合です。 

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,239人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,746人 

１回目接種 ７,６１９人 ３,５２５人 ９２．４７％ ９４．１０％ 

２回目接種 ７,５７２人 ３,５１７人 ９１．９０％ ９３．８８％ 

３回目接種 ６,４１３人 ３,３６８人 ７７．８４％ ８９．９１％ 

 接種人数 接種率 

総数 

（１８歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１８歳以上） 

人口 7,805人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,746人 

４回目接種 ２,７３５人 ２,３１３人 ３５．０４％ ６１．７４％ 

問 ほほえみ館 担当：中村 みどり（なかむら みどり）☎0984-42-4820 

 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №105 
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令和４年度 高齢者インフルエンザ予防接種について 

高齢者インフルエンザ予防接種が 10月１日から始まります。 

希望される方は、実施医療機関で早めに予防接種を受けましょう。（予約要） 

７ 実施医療機関  必ず事前に予約をしてください。 

 医 療 機 関 名 電話番号  医 療 機 関 名 電話番号 

高

原

町 

川 井 田 医 院 ４２－２０００ 

小

林

市 

堀 胃 腸 科 外 科 医 院 ２３－３９８８ 

ふきやま霧島東麓クリニック ２５－６０１０ 前 田 内 科 医 院 ２２－５８０２ 

国民健康保険高原病院 ４２－１０２２ 槇 内 視 鏡 内 科 病 院 ２２－２８１９ 

 

小

林

市 

 

 

 

 

 

 

 

小

林

市 

 

 

 

 

池 井 病 院 ２３－４１５１ 宮 崎 医 院 ２２－２８４１ 

池 田 病 院 ２３－３５３５ よしむら循環器内科クリニック ２７－３３３９ 

上 田 内 科 ２３－３３７７ 和 田 ク リ ニ ッ ク ２３－５６５３ 

沖内科・小児科医院 ２２－４０４３ 押 川 病 院 ４４－１００５ 

くすもと内科クリニック ２３－１１１５ 野 尻 中 央 病 院 ４４－１１４１ 

桑 原 記 念 病 院 ２２－４１３８ 

え

び

の

市 

い し ざ わ 循 環 器 内 科 ３３－１４３８ 

小林市立須木診療所 ４８－２０２５ えびの眼科こだま小児科医院 ３５－３００３ 

小林泌尿器科クリニック ２５－０５０５ え び の 共 立 病 院 ３７－１３１３ 

小 林 保 養 院 ２２－２８３６ え び の 市 立 病 院 ３３－１０２３ 

す わ ク リ ニ ッ ク ２２－６４８９ え び の 整 形 外 科 医 院 ３５－１２５０ 

整形外科押領司病院 ２２－３１３１ えびのセントロクリニック ３３－５７７７ 

整形外科フレンドクリニック ２２－３１３２ えびの第一クリニック ３３－０１４８ 

整 形 外 科 前 原 病 院 ２３－１７１１ 京 町 温 泉 ク リ ニ ッ ク ３７－２２３３ 

園 田 病 院 ２２－２２２１ 京 町 共 立 病 院 ３７－１０１１ 

髙 﨑 皮 膚 科 医 院 ２２－８５２１ 杉 原 耳 鼻 咽 喉 科 ２１－３１００ 

立 山 整 形 外 科 医 院 ２２－１７１７ 丹 医 院 ３３－０１０７ 

西 小 林 診 療 所 ２７－１０３４ 前 田 医 院 ３５－１１５１ 

花 田 耳 鼻 咽 喉 科 ２４－５１００ 若 葉 ク リ ニ ッ ク ３３－３８３８ 

ひろた内科クリニック ２５－０５５０ 渡 辺 医 院 ３７－１１０９ 

柊 山 医 院 ２２－２５０３  

１ 実施期間 令和４年 10月１日～令和４年 12月 31日 

※期間を過ぎると全額自己負担となります。 

２ 助成対象者 ① 65歳以上の方（接種日時点） 

➁60 歳～64 歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器または免疫

の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障がい

のある方（医師の診断による。） 

３ 接種回数・方法 １回接種。０．５ｍｌ 皮下注射 

４ 料金 

（自己負担金） 

１，５００円 

※生活保護世帯の方は無料です。 

（医療機関窓口に証明できるものを提示するか、申し出て

ください。） 

５ 持参するもの 健康保険証 

６ 予診票 医療機関の窓口においてあります。 

※原則、予防接種を受ける方に記入していただきますの

で、老眼鏡等が必要な方は、忘れずにお持ちください。 



3 

 

※西諸地域以外の県内予防接種実施医療機関でも受けることができます。 

御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 ほほえみ館 担当：清永 加代子（きよなが かよこ）☎0984-42-4820 

  

９月祝日のごみ収集について 
●収集日・収集地区 

収集日 種類 収集地区 

９月 19日（月） 

敬老の日 

燃やせるごみ 並木区、花堂区、西広原区、上広原区、下広原

区、常盤台区、蒲牟田区、南狭野区、北狭野区、

小塚区、中平区、湯之元区、祓川区 

９月 23日（金） 

秋分の日 

燃やせるごみ 上麓区、下麓区、出口区、上後川内区、下後川

内区、川平区、鹿児山区 

●その他 

 収集日当日は、午前８時 30分までにごみ集積所へ排出してください。 

 適切なごみ分別の御協力をお願いいたします。 

問 町民福祉課 担当：竹田 善彦（たけだ よしひこ）☎0984-42-1067   

 

障がいのある方やその家族への相談会を開催します 
 にしもろ基幹相談支援センターの相談支援専門員による巡回相談会を高原町

で開催します。 

 「障がい福祉サービスを利用するにはどうすればいいの？」、「子どもの健診で 

発達の遅れを指摘されたけどどうすればいいの？」など、障がいのある方やその 

家族、関係機関等からの相談に応じ、情報提供や助言を行います。お気軽に御相 

談ください。 

日 時 令和４年９月 27日（火） 午前１０時～午後３時 

場 所 高原町役場１階 第２会議室（建設水道課前） 

費 用 無 料 

     ※参加希望の方は事前にお問い合わせください。 

    

〇お問い合わせ先 

   にしもろ基幹相談支援センター 

   電話 ０９８４－２２－２３７３ 

問 町民福祉課 担当：古川 一将（ふるかわ かずまさ）☎0984-42-1067 

 

マイナンバーカード（個人番号カード）申請・交付 

延長窓口・休日窓口開設のお知らせ 
仕事や学業などで、平日の開庁時間内に窓口へ来られない方のために、次頁か

らの日程で窓口時間の延長と休日の窓口開設を実施いたします。 

まだ申請をされていない方は、この機会に申請しましょう！ 
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【10月の延長窓口】            

日 時：令和４年 10月６日、13日、20日、27日（毎週木） 

午後５時 15分～午後７時まで   

場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係   

                     

【10月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和４年 10月 30日（日） 午前８時 30分～午後４時 30分まで 

                  （正午～午後１時を除く。） 

 場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

予約開始日：令和４年 10月３日（月） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和４年 10月 26日（水） 午後５時まで 

 ※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 

 

 

 

 

【注意事項】 

●休日開庁については予約制ですので、必ず事前に御連絡ください。事前予約が０

件の場合、開庁いたしません。 

●窓口ではマイナンバーカードに関する手続きのみ受付けます。紛失等によるマイ

ナンバーカードの再交付（有料）は、平日のみの受付けとなります。各種証明

書の発行や住民異動届は受付けできません。 

●正面玄関は施錠されているため、役場西側（守衛室側）からお入りください。 

●１５歳未満の方の手続きは、法定代理人の付き添いが必要です。本町のシステ

ムにて同一世帯の続柄が確認できない場合は、法定代理人と本人の関係を確認

できる戸籍謄本が必要となります。 

●マイナポイント申し込みが出来るのは、９月末までにカードを申請した方が対

象です。 

問 町民福祉課 担当：中村 真琴（なかむら まこと）☎0984-42-1067 

 

WCS用稲の適切な肥培管理について 
◎子実の収穫はできません！ 

★取組計画書に記載したほ場の WCS用稲は、全て稲の穂と茎葉を併せて収穫・ラ

ッピングを行い、契約した需要者等へ適切に引き渡してください。子実を出荷・

販売（自らの使用も含む）したなど、不適正な流通・使用の事実が確認された場

合は交付金の全額返還・交付金が交付されない場合があります。 

 

◎WCS用稲の留意点 

（１） 主食用米と同じ管理をしてください。 

●適切な生産が行われていない場合は、交付金は支払えません。 

（２）出穂期以降（糊熟期～黄熟期）刈り取りをしてください。 

平日は、随時受け付けておりますので、 

お気軽にお声かけください！ 
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（３）WCSは、コンバイン等を利用し子実を収穫してはいけません。 

   ●子実を収穫した場合は、交付金は支払えません。 

   ●収穫した米穀を主食用等に販売した場合は「食糧法」違反となります。 

（４）近隣ほ場と比較して、明らかに生育状況が悪いと判断される場合、その理

由書を提出して頂きます。 

   なお、自然災害等の合理的な理由がなく、不適切な栽培が行われていたこ

と等が判明した場合には、交付金は支払われません。 

◎写真撮影について 

 収穫前（出穂している状態）とラッピング後に小字ごとに撮影（日付入）でし

てください。日付が入らないカメラの場合は日付が書かれた紙などと一緒に撮影

してください。１２月の実績報告で提出していただきます。 

問 農畜産振興課 担当：原重 雄大（はらしげ ゆうだい）☎0984-42-5132 

 

町営住宅の入居者募集について 

次のとおり、町営住宅の入居者を募集します。 

●入居者を募集する住宅 

〇霧島団地 

平成 14年棟 ２ＤＫ １戸 月額使用料２０，７００円～３０，９００円 

 ※月額使用料（家賃）は、居住者全員の所得の合計により増減します。 

●申込受付期間 

令和４年９月 15日（木）から令和４年９月 28日（水）まで 

午前８時 30分から午後５時 15分まで（ただし、閉庁日を除く。） 

●申込場所 

高原町役場１階 建設水道課 

●入居の条件 

次の全ての条件を満たす必要があります。 

〇 現在住宅に困っていること。 

※原則として、持ち家のある方や既に公営住宅居住の方は入居できません。 

〇 ひと月あたりの世帯全員の所得の合計額が公営住宅入居資格基準

（158,000円）以下であること。 

〇 市区町村税、その他本町の納付金等を滞納していないこと。 

〇 暴力団員ではないこと。 

●入居決定 

申込者多数の場合は、抽選となります。日程等については、次のとおりです。 

〇 抽選日時：令和４年９月 29日（木）午後３時 00分から 

〇 抽選場所：高原町役場１階第２会議室 

●その他 

 〇 許可を得ないで同居人を居住させることは禁止されています。 

〇 住宅内でのイヌ、ネコ等の飼育は禁止されています。 

〇 その他、御不明の点は、お気軽にお問い合わせください。 

問 建設水道課 担当：黒木 克英（くろき かつひで）☎0984-42-4960 



















マイナンバーカードをもっていらっしゃらない方へ 

マイナポイントもらえるのは 

9 月末のカード申請まで！ 
マイナンバーカードを 9 月末までに申請をすれば、マイナポイントを最大 20,000 円

分（保険証としての登録と公金受取口座の登録で）もらえます！！（マイナポイントの申

請期限は２月末までです！） 

  すでに持っている方は、２月末までマイナポイントが申請できます！！ 

※決済事業者によっては、マイナポイントの申請期限が異なる場合があります。 

 延長窓口のご案内 

日時：令和４年９月２２日（木）、２６日（月）～３０日（金）各日 19：00 まで 

休日窓口のご案内（予約制） 

日時：令和４年９月２５日（日）８：30～16：30 

   ※事前に予約が必要です。 

申請に必要なもの 

 ●身分証明書 

詳細は…顔写真のあるもの１点・・・運転免許証や障がい者手帳など 

または、 

顔写真のないもの２点（組み合わせ例：健康保険証と子ども医療受給者証、 

健康保険証と学生証、健康保険証と介護保険証など） 

●（お持ちであれば）申請書 

 申請場所 

  町民福祉課住民係（役場正面玄関から入って左側） 

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

令和４年９月２３日（祝・金）９：００～１８：００ 

手ぶらで申請できます！！ 
（ご自宅に届いている申請書をお持ちいただくと短時間での申請が可能です！） 

 

<お問い合わせ先>  町民福祉課住民係 ☎42－１０６７ 

希望の店申請窓口出張します！ 



マイナンバーカードをもっていらっしゃる方へ 

マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証の利用登録と公金受取口座の登録で、15,000 円分

ポイントがもらえる事業が令和４年６月３０日にスタートしました。すでにマイナンバーカードを

お持ちの方も、令和５年２月末までにマイナポイントを申請すれば、15,000 円分マイナポイント

がもらえます！ 

スマホでマイナポイント申請ができます！！ 

役場に行かなくても、スマートフォン（以下スマホ）でマイナポイントを申請できます！！ 

スマホでのマイナポイント申請の方法 

① まずアプリのマイナポータルをダウンロード！ 

② 保険証として利用登録をします。 

              

③ 公金受取口座の入力をする 

 

 

④ スマホでアプリのマイナポイントをダウンロードする。 

 マイナンバーカードをスマホにかざし、４桁のパスワードを入力し、お好きなキャッシュレス決

済をお選びください！！ ※マイナポイントの入る時期や手続きは選んだキャッシュレス決済で異なります。 

      

この画面の申

し込むをクリ

ック 

アプリのマ

イナポータ

ルをダウン

ロード！ 

公金受取口座

の登録・変更を

クリック 
この画面の申

し込むをクリ

ックしても可 

マイナポイントをダウンロード！

このマークが目印！ 







「神武の里たかはる秋まつり」と「日本発祥地まつり」を一つに 

 

 この度、「神武天皇御生誕の地」「天孫降臨伝説の地」である高原町を誇りに

思い、伝承・継承し、町民みんなで郷土愛を深める一環として、長年本町を盛

り上げていただいてきた「神武の里たかはる秋まつり」と「日本発祥地まつり」

を一本化し、高原町のシンボル的な「新しいまつり」を作り上げていく運びと

なりました。 

 現在、まつりを盛り上げようという有志一同を会した「実行委員会」を中心

に、関係団体による新しいまつりの組織体制も設立され、新たなまつりの名称

を「日本発祥地まつり」とすることといたしました。 

 本町には、未来の子供達へ伝承・継承すべき歴史・文化、自然、そこで育ま

れた物産の数々など「たかはるの宝」が多く存在します。その宝を町民みんな

で愛で、感謝し、子々孫々まで受け継がなければなりません。 

 これから新たな歴史を刻む「日本発祥地まつり」におきましては、「神武の里

たかはる秋まつり」と「日本発祥地まつり」を受け継ぐとともに、新たな思い

なども盛り込むこととしており、その一つとして、宮﨑神宮・狭野神社の御理

解、さらには関係者の御尽力等も賜わり、宮﨑神宮で開催される「神武さま」

と連携させていただく運びにもなっております。 

 地域・農業・商工業・観光業・文化・歴史・教育など様々な分野から、この

「日本発祥地まつり」を支えていただき、高原町が一体となって永年盛り上げ

て行ければと強く思っているところでございます。 

何卒、末永い「日本発祥地まつり」への御理解・御協力等をよろしくお願い

申し上げます。 

なお、今回は、８月に予定され延期となっておりました「まつり高原２０２

２」におきましても、同日、一緒に開催する運びとなりました。 

新型コロナウイルス感染症等をはじめとする様々な試練等を乗り越え、まさ

に、心機一転、高原町をさらに盛り上げて行こうとする船出に相応しい「まつ

り」になるものと思っております。 

来る１０月２３日の「日本発祥地まつり」、さらには、１０月２９日～３０日

宮﨑神宮・宮崎市内で開催されます「神武さま」を、町民皆様の御理解・御協

力をいただきながら、盛り上げ、元気が湧くものにしていきましょう。 

 

令和４年９月吉日 

 

                 日本発祥地まつり実行委員会 

                 会長 高 妻 経 信 

 

※ １０月３日の区長会にて、まつりの詳細等についてはお知らせいたします。 ※ 




















